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6月7日、参議院本会議において、欠格条項削除法が成立しました。

成年後見制度を利用した人が公務員になれなかったり、資格を取れなかったりする「欠格
条項」を国家公務員法など関係する約180の法律から一斉に削除する一括法(成年被後見人
等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に閨する法律)が全会一
致で可決、成立しました。これは、成年後見制度の利用の促進に閨する法律（平成28年法
律第29号）に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人（成年被後見人等）の人権が
尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないようにするものです。
今後、資格取得に必要な能力は個別に判断することになります。「欠格条項」がなくなって

も、個別の能力判断が不適正なものとなれば、逆に障害者等の差別や排除につながることと
なります。これからは運用等について注意していく必要があります。
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名古屋市は、 2019年3月、2019年度から2023年度まで5年間を計
画期間とする名古屋市障害者基本計画（第4次）を策定しました。この計画
は、障害者基本法に基づいた、名古屋市における障害者施策の下となる計画
です。墓本計画案の策定にあたっては、名古屋市障害者施策推進協議会と名

古屋市障害者施策推進協議会専門部会に、育成会からも委員が参画しました。
この検討の中で、育成会は、「国の墓本計画の中で、名古屋市に必要な取り組みを全

て盛り込むこと｣、「国の基本計画にない課題であっても、名古屋市として重要な課題であれ

ば基本計画に盛り込むこと｣という姿勢に墓づき､「新たに児童期を三点項目に盛り込み、
施策の連続性､切れ目のない支援の姿勢を明確にすること｣､「障害者の高齢期の支援を緊急・
重要課題とすること｣、 「知的障害者への情報提供を保障すること」など、 1年間にわたり、
多くの意見を出してまいりました。しかしながら、「障害者の生涯を通じた多様な学習活動の
充実をすること」など、十分に計画に反映されなかった意見もあります。

これらの意見は、今後の市長要望などで、続けて、要望していきます。

※名古屋市障害者基本計画（第4次）計画冊子・概要版

各区役所の資料コーナーで配布されています。 （数に限りあり）

名古屋市のウェブサイトで、 PDF版がアップされています

I ’
企ツプペー芝卜壷政情証，分野別の計画･指針･調査結票，彊祉と健康ト

名童屋壷腫雷董基蕊t画1第4次)－，鴎在の位置)名吉屋市障害者基本計画 (第4次） ’
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名古屋市障害者基本計画（第4次）概要版より
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鑿’震書き錨とする鋤の織蓄を謹めるととも侭社会のあらゆる場面
でのｱｸｾ舅ピﾘデｨの盲篭と撒瀧の雛を薗ります。
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しょうがいしゃさぺつかいしようほう どうほう もと きぼんほうしん なこやししようがい

1 「障害者差別解消法」や同法に基づく基本方針、 「名古屋市障害の
ひと ひと とも い しょうがいしやさくつかいしょうすいしんじようれい

ある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」など
ふ しょうがい りゆう さくつ かいしよう すいしん しようがい ひと

を踏まえ、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のある人も
ひと たが そんちよう とも い ちいきしやかい すす

ない人も互いに尊重し、共に生きる地域社会づくりを進めます。
しょうがいしゃ にちじようせいかつ しゃかいせいかつ せいげん りょうめん

2障害者の日常生活や社会生活を制限しているソフト・ハードの両面
しやかいてきしょうへき じよきょ ひつよう ごうりてき はいりょ

にわたる社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配盧がなされる
ひつよう しさく すいしん

よう、必要な施策を推進します。
ふくしとしかんきようせいびししん 名と けんちくぶつ こうつう

3福祉都市環境整備指針に基づく建築物や交通などのバリアフリーとと
じんてきしえんだいせい せいび めん すいしん ごうり

もに、人的支援体制の整備などソフト面のバリアフリーを推進し、合理
てきはいりょ てきかく． じっし ひつよう かんきょう せいび つと

的配慮の的確な実施のための必要な環境の整備に努めます。
しょうがいしゃ みずか いし みずか はっしん ひつよう： じようほう みずかのぞ しゅ

4障害者が自らの意思を自ら発信し､また､必要な情報を自ら望む手
だん えんかつ しゅとく いしそつうしえん ‐ しえん じようほう

段で円滑に取得できるよう、意思疎通支援のための支援、情報アクセ
こうじよう はか

シビリティの向上を図ります。
しょうがいしゃきゃ＜だい しみんだい こうほう けいはっ いつそうすす

5障害者虐待について、市民に対する広報・啓発をより一層進めます。
きゃくたい ほうし .そうきはつけん しょうがいとくせい りかいそぐしん かん

また、虐待の防止や早期発見につながるよう障害特性の理解促進や閏
けいきかんれんけい きょうか しさく じゅうじつ はか ようこしゃ だい

係機関の連携を強化するなど施策の充実を図るとともに、壹謹者に対
しえんすず

する支援を進めます。
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しょうかい うむ たが こせい そんちよう そだ まな

1 障害の有無にかかわらず互いの個性を尊重しあいながら育ち学んで
きょういく かんがかだ と

いくことができるよう、インクルーシブ教育システムの考え方を取
い しょうがい じようだい とくせい おう たよう そだ ばまな

り入れるとともに、障害の状態や特性に応じた多様な育ちの湯･学び
ぱ せんたく せいび つと

の場が選択できるよう整備に努めます。
しょうかいじ こ 詞とな せいちょう かてい そ ちいき ほけん い

2障害児が子どもから大人へと成長する過程に沿って、地域の保健、医
りょう しょうかいふくし ほいくきょういく しゅうろうしえんせいかつしえん かんけいきかんれん

療、障害福祉保育、教育、就労支援､生活支援などの関係機閨が連
けいはか き め いつかん しえんていきよう だいせい こうちく つと

携を図り､切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築に努めます。
篠
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しょうがいしゃ ねんれいせいぺつ しようがい じようだい とくせいせいかつ じつたい おう

1 障害者の年齢、性別、障害の状態、特性、生活の実態などに応じた
こぺつしえん じゅうじつ つと

個別支援の充実に努めます。
つう き め みちか ちいき しえんつと

2ライフステージを通じた切れ目のない身近な地域での支援に努めます。
みずか いし けってい

3自ら意思を決定することに菌難を箔える濾譽箸が､智らの慧患が震
えい せいかつ おく しえん つと

映された生活を送ることができるよう支援に努めます。

しょうがいしゃ かそく こうれいか ともなひつよう しえん じっし こう

障害者や家族などの高齢化に伴う必要な支援を実施するとともに､高
れいしょうがいしゃ だい しょうがいふくし しょうがいしゃふくししさくおよ かい

齢障害者に対して、障害福祉サービスなどの障害者福祉施策及び介
ごほけんせいど しょうがいとくせい じっ尼い

護保険制度などの言鶴箸葹棗との鑿篝のもと､その障害特性や実態に
おう しえん じっし つと

応じた支援の実施に努めます。
すべ しょうがいしゃ だいしよう みちかそうだんまどぐら しようがいしやきかんそうたんし

全ての障害者を対象とした身近な相談窓□である障害者基幹相談支
えん だいせいきようか為よ かんけいきかん れんけい いつそうはか

援センターの体制強化及び関係機関との連携を一層図ることにより、
てきせつ しえんつな つと

適切な支援に鑿がるように努めます。

じりつ せいかつ じつけん む いりよう しんり しやかいきょういく しょくきょう

自立した生活の実現に向け、医療・心理・社会・教育・職業などの
そうごうてき いつかんせい ていきよう つと

総合的で一員性のあるリハビリテーションの提供に努めます。
しょうがいしゃ だい こくっ しえん じゅうじつ ほんにん いこう そんちよう うえ

障害者に対する個別の支援を充実させ､本人の意向を尊重した上で、
にゆうしよしせつ ちいきせいかつ いこう そくしん せいしんかびよういん

入所施設から地域生活への移行を促進するとともに､精神科病院から
たいいんそくしん ちいき いちいん あんしん じぶん ＜

の退院の促進や､地域の一員として安心して自分らしい暮らしができる
ほけん いりようふくし れんけい せいしんしょうかい たいおう ちいきほうかつ

よう、保健・医療・福祉が連携して精神障害にも対応した地域包括ケ
こうちく

アシステムを構築します。

蘆篝著が昼み農れた鰯で堅窪を嘗めるよう灌毫の環境整備に閨
かんきようせいび かん

そうだんしえんすいしん かくじゅう せいかつ

する相談｡支援を推進するとともに､グループホームの拡充など生活の
ば かくほ はか

場の確保を図ります。
しょうがいしゃ せいかつ ゆだ ぷんかけいじゅつかつどう ふく

障害者の生活を豊かにするために､スポーツや文化芸術活動などを含
しようがいが＜しゅう しんこう つと

－－－=＝

む生涯学習の振興に努めます。
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,、 こよう しゆうぎよう かん#良･” しえん“ かくじゅう

34雇用・就業に関する支援を拡充します。

本市の障害者雇用について､筌缶で禮篝署の縦を謹めつつ､重度
ぼんし しようがいしやこよう じゅうと

しょうがいしゃ ふく けいかくてき こようきかい かくだい つと ・

障害者を含む計画的な雇用機会の拡大に努めます。
しょうがいしゃゆうせんちようたつすいしんぼう ふ しようがいしゃ こよう しゅうろうきかい かく

「障害者優先調達推進法」を踏まえ、障害者の雇用。就労機会の拡
じゅう ちんきん こうちんすいじゅん ひ あ しえんすいしん

充と賃金・工員水準の引き上げにつながる支援を推進します。
しない しよ せつち しょうがいしゃしゅうろう そうだんしえんきかん ちゅうしん

市内4か所に設置されている障害者就労などの相談支援機関を中心
しゅうろう ともな にちじようせいかつじよう そうだん おう かんけいきかん
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に就労やそれに伴う日常生活上の相談に応じるとともに､関係機関
れんけい はか しゆうぎぶう かくほ しゅうろうていちゃくしえん すいしん しゅうろう ．

と連携を図りながら就業の確保や就労定言支援を推進し、就労の
あんてい はか

安定を図ります。

i_=5潭篝髻壹菫謹す=澱の識や罐崖壹鼬垂_A ？ ■ ，
しょうがいふくし ぼけん いりよう きょういく いしぞつうしえん さまざま

1 障害福祉サービスや保健。医療、教育、意思疎通支援など、様々な F

譜曇で置譽議讓に遜菫な賭の識.綴に菫めます。 i

l
さまさま ぷんや しょうがいしゃしえん たすさ じんさい ししつこうじよう はか

2様ﾉﾏな分野で障害者支援に携わる人材の資質向上を図るとともに、
はたら がい しょくは めさ しょうがいしゃふくし しょくは ながつと

より働き甲斐のある職場を目指し、 I章害者福祉の職場に長く勤める
じんさいていちゃく しさく すいしん

ことができるように、人材定言のための施策を推進します。
‐ ‐.‐ ．_華皇電L‐ ‐ －－－． －－ ．－－、昌。
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； 第6地域における識鑛を離します。
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さいがいだいさくきほんほう ふ ひなんこうどうようしえんしやめいぽ ていきよう つう

1 「災害対策基本法｣を踏まえ､避難行動要支援者名簿の提供などを通じ
たす あ し＜ すいしん はか ちいき ようはいりょ

て「助け合いの仕組みづくり」の推進を図るなど、地域における要配慮
しや あんびかくにん ひなんしえん と く しえん

者の安否確認や避難支援などの取り組みを支援します。

つうじよう していひなんじょ せいかつ こんなん ようはいりょしゃ たいしよう

2通常の指定避難所での生活に困難をきたす要配慮者などを対象に
かいせつ ふくしひなんじょ してい しょすう かくだい はか

開設する福祉避難所について指定か所数の拡大を図ります。
していひなんじようんえい ないよう ふ しようがつこう していひなん

3 「指定避難所運営マニュアル｣の内容を踏まえ、小学校などの指定避難
じよ ようはいりよしや くうかん ふくしひなん かくほ すす

所において要配盧者のための空間となる福祉避難スペースの確保を進
＜んれん ようはいりょしゃほんにんかんけいきかんさんかきょう

めるとともに､訓練などにおいて､要配盧者本人や関係機関の参加・協
りょく え たよう ひなんしゃ はいりょ けいはっ つと

力を得ながら、多様な避難者への配慮について啓発に努めます。
……悪霊恋1--･_､二二一宝ﾆｰﾆｰｰｰｰﾆｭﾆﾆｰご毒二一一三一・二野二・ --胃---で軍_－ －－,一二一J一・篭－－．ご-琴--,雲

1

｡
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【国】

全国手をつなぐ言成会連合会2018年度行政説明会(2019年3月8日）より

教育と福祉の鬮莞の描筐噺規】地域生活支援事業等

市町村内における家庭｡教育｡福祉伽勇隻促進地域支撤加力の向上を図るため、発園簔三医療的ケ

ア児等について協議を行う場の設置や福祉機関と教言機関等との連携の役割を担うコーディネーターを市町

村に酉信しま乱また、国立I章害者リハビリテーションセンターにおいて教育労野や福祉分野における発

園章害者支援指導者向けの刑|多カリキュラムについて検討｡作成を行います。

平錨蝋隼馴I騨婆或謙畷,數雷,禰祉遡撫推蝋蕊灘噸獅棚鋤地蟻畿雷支援蕊鱗
芦~～口

べ

-L』~…~埜倉＝＝竜､~ｰ一~.-． →,一・・・一.‘ ・--- ・ ・‐一一一-一一-一一"饅一一一 一一‘ －▲ ‐･－，｡-－一一二一ニーーニーー---.-二一=＝ ‘･･－－．---今=一一一墾一‐ユー.－ 宝.ニームミ曇鐘曾雲彗姜=､贄 -2病.＝ﾆｰﾆ_合一二

識欝錨洲鰯蝋|蝋繼雪い:瞳勵、聡聴篭鋤卿揃IJI'帆蝋側峨臘蝉騒獄鷲赫り､騨蝋節胸簡脅潔蹄蕊孝欝I菖紬ぃ
篭職鰯謹戦舩罰剛の羅摘＃卜霧纂”獣御鰄ヅ働欝エグト』篭蕊鯏蝿聯ウ臘礎僅邸溌鍵鋤蛙鯵鮒鯛凋
無ご鱒蝋沓謝に搬伸簿執澗と纏祉露#雌蕊雌挫い維撒脅灘側竃躯雌了掛耀錫鋤爾餓溌湾馳し躍増衝|屋、欺
鰻“裁闘. ‘蛎制鱒測狼に覇も罐鞠具類…恥談ツブ閲照として‘峨甑窺謹卿諭で珊仙撒符誇畠窪琶Iこ遥鐙難鯉揃
潅蜜蕊篭'

’
この事業を受けて、各自治体の取り組みが始まりました。

例・大阪府 「市町村における教育と福祉力瞳携した家燭I盲詞簑の実施促進」

●閏系機関との連携による取組み（閨|系機関と連携した家薩方問によ討目談対応や礒賑供の実

施教育と福礼倍旧との合同開催によそ瀞薄雪の企画｡運営や庸賑供b相談窓□のワンスト

ップ化など切れ目のない支僻端I伽鋤

●閏系諸機関の|静岡共盲のt齢目み構築嫁翻育詞簑チーム、教育委員会福荊陪B局学校等が

連携L課卸共昔幟援の検討を行う体制α瑠扁連携のための|蔑岡共首の在り方と個人|雷R

保護のバランスなどについて倣加方法伽萸討b)

恥
一
一 … 鞘ま ー齢 “
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【県】 2019年度から実施の愛知県の特別支援教育推進計画をご紹介します6

第2期愛知県特別支援教育推遥計画（愛知。つながりプラン202S)
この計画では、幼稚園。保育所から小中学校､高等学校までの一罠した支援がE詣旨となるよう、各地域の

特別支援学校毎亥とし､校種間の連続性｡つながりを意識した取組を進め､障害のある子どもたち一人一人

の教司勺ニーズに応じた適切な詞受〃震を目指じています。

主な取組

窪瀞蕊識簿遷溺鐵麗弱霧議識霧鰯蕊讓雪

トト‐Ｉ
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画噌

一一一－－－

‘霞 全ての枝種に期待される学びの場生E史堂豊L__j

･特別支援教育コーディネーターの複数指名による校内体制作りの推進(幼・保、

｜ ・個別の教育支援計画や個別の指導計画の引継ぎ率の向上と活用(幼・保､小中、
l .視覚障害の児童生徒を対象としたモデル事業の実施（小中）

、ユニバーサルデザインの視点を取り入れたわかりやすい授業の推進（高）

； ・病気や障害のある生徒に対する支援の充実(高）
､ ・語学支援員の配置（特支）

； 、スクールカウンセラー。スクールソーシャルワーカーの配置（特支）

L－ ー‐…≦ニーーーーー￥_－ ℃_…－－－－

小中）

高）
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I■一

潅
逹
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研修の充実と専門性の向上（幼・保、小中、高、特支）

特別支援学級担当初心者向けのリーフレット等の作成（小中）

人事交流の活性化による特別支援教育のリーダーとなる人材育成（小中、高）

「通級による指導」担当者の指導力向上を目指した研修等の機会拡大（高）

特別支援学校教諭等免許状の保有率の向上（小中、特支）

L一

『

ｒ蕊灘鵜譲隷譲
識

麺
■＝‐■一■一

『一再.亟さ鄙宅一.鐸延一ご座疋も

区一群社会P塞塁E直け室基礎鱸境聟備及11合理的配塵の充実舅
基礎的環境整備及び合理的配慮の事例をまとめた事例集の作成（幼・保、小中）

特別支援学級及び通級指導教室の適切な設置継続（小中）
「通級による指導」設置拡大及び通級に係る設備等の充実（高）

特別支援学校の新設、校舎増築による教室不足の解消（特支）
特別支援学校の移転、分校。分教室の設置等による長時間通学の解消（特支）
スクールバス車両の更新（特支）
入院児童生徒等への教育保障体制整備事業の実施（特支）

一画.一 ■一一■ 一 一一
－－ 二一一

一
品
》
蕎
瞬

十

蕊蕊議議蕊蕊曙‘篭''
謬熱淫 ‐

軽 －k
り
こ

’－．
．障害者に対応している大学の情報提供などの大学進学支援（高、特支）

．特別支援学校高等部への職業コースの設置拡大と取組・成果の発信（特支）

．特別支援学校での作業学習についての研修会実施による中学校教員の専門性向上（中、特支）

・就労アドバイザーの地域ごとの増員を含めた適切な配置による就労支援の充実（特支）
・キャリア教育・就労支援推進委員会を活用した関係機関との連携強化（小中、高、特支）

・文化、スポーツ、芸術活動等への参加促進（小中、高、特支）

－ー 一 司一 ＝
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今年は、加賀百万石の城下町として古い街並みや城下町風情を残す金沢市で2日間にわたり開催され
ます。

本大会では東海北陸の仲間たちが集い、様々なテーマで話し合うとともに、歴史的な景観のみならず
近代的な美術館などのアートやグルメを楽しみながら、しっかりと学ぶことができます。

また分科会では名古屋手をつなぐ育成会からも提言者として参加します。
名古屋からも会員の皆さんもお誘いあわせの上ぜひ参加しましょう。

開催日時令和元年9月14日 （土）午前11時45分～9月15日 （日）午前12時

会 場石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月2丁目1番）
懇親会はホテル金沢

主 催東海北陸手をつなぐ育成会協議会

（公社）石川県手をつなぐ育成会静岡県手をつなぐ育成会

愛知県知的障害者育成会 （特非）福井県手をつなぐ育成会

（社福）名古屋手をつなぐ育成会 （一社）岐阜県手をつなぐ育成会

（一社）富山県手をつなぐ育成会 （一財）三重県知的障害者育成会

日 程第1日目分科会（第1～7分科会）午後1時～午後4時

懇親会 午後6時～午後8時

第2日目大会式典 午前9時～午前10時30分
シンポジウム 午前10時40分～午前12時

「近時の障害者施策について～中央情勢報告を兼ねて～」

久保厚子会長、野澤和弘氏、渡部伸氏、又村あおい氏

締め切り令和元年7月8日 （月）

"
l&

U
ー
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分科会 第1日目令和元年9月14日

大会スローガン

私たちの暮らすまちで実現しよう共生の地域社会を!！

－私らしく共に暮らす共に生きる－

一霊一律

分科会 テーマ 講師・司会 協議内容 話題提供・提言

第1分科会 本人部会 山本 仁
じぶん なかま かた

自分や仲間のことを語ろう

コーディネーター

金沢大学附属特別支援学校

校長山本 仁

他ボランティア

第2分科会 本人部会 松浦千賀
たの うた たの うご

･楽しく歌おう楽しく動こう

コーディネーター

金沢大学附属特別支援学校

講師松浦千賀

他ボランティア

第3分科会 教 育 吉川かおり

･地域の学校における障害のある生徒の実態
D一一一‐ーぬ‐~－－■■■■ーーｰ－－ｰｰ＝ｰ一一＝一一－一一‐ーｰ一‐－－■■－－－■■－－－－－

･医療的支援の必要な生徒への支援の現状
ロー■■ー■■■■‐‐‐■一一■■ー■■－－ｰ一再ーーー－－ーー~一－－－ｰ＝■■一一■■一一一一－一一一一

･保護者から見た特別支援教育とPTA活動

神奈川県教育委員会
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第4分科会 地域生活 又村あおい

･私のまちでの共生社会への取組み
D一一一■■D 1■■一一一一-－－－ーー一一一ー一一一一一ｰ一一一』■■ ■■－‐一一一一一ｰ■■■■■■■■一一一ー

･入所施設と地域とのかかわり
､再一一一一一一一一一＝一一一‐＝ー一口一一一■■一一一‐‐毎一一一一■■一一一ーⅡ■■一－一ー＝一勺

･グループホームの整備を進めるために
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第5分科会 就 労 野澤和弘

･私が働くことの生きがい（本人）
b一一一一一‐ー＝一－一一一一ー一一一一一－一－一－－1■■ー■■ーー■■■■一一一一一一』■■q■■－－■■－－

，働き続けるために必要な支援
､ーー－4■■一一一－一ー■ー‐ｰ一一ニーーーーーI■■‐ーー－－ー＝＝ーー■■一一一一一一一一一一一一

･障害者を雇用する企業から（事業主）

岐阜県（本人）
~■■‐ー‐一一一一一一q■■■■一一一一一一一一ーー

愛知県
一一一一一一一一一一4■■一一＝ー一‐一一一一一一

石 ノ| ｜ 県

第6分科会 高齢化 田中正博

･福祉サービスと介護移行への備え

･高齢化を支える支援とは

． 「親なきあと」への備えを考える
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第7分科会 育成会活動 久保厚子

･全国連合会、県育成会、地区育成会の役割

と連携

･小さな組織でも活動の「質」を高める

･地域共生社会を目指すネットワーク作り

静岡県

■■一一ーー■■‐一一-一一一q■■■■一一一■■ーー｡■■‐

啓発隊の実演石川県
一一－一一■■■■■■一一－－－－■■ー－－Ⅱ■■一一一'■■ 1

名古屋市
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ちてきしょうがいしゃ たいしよう などやししよくいん さいようせんこうしけん

鋤障害者を対象と脇盲屋市騒員の採用選考試験があります！
ロつししか 己U，ル

○申し込み期間
れいわがんねんがつに嗜

令和元年6月SE
ゆうそう じさん

刺拱‐持参いず訓

0Jロ u串、乙娃VO隼己

○主な職務内筈
じゅうたくとしさよく

件事都市局（． 叉,〒6

の他鮮厭務

じゅけんしかく

○受験資格
しようわ ねんがつにち へいせい ねんがつにら う かた

1.昭和49年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方
あいこてちよう りょういくてらよう こうふ うけ かた ほか じょうけん

2愛護手帳（療育手帳）の交付を受けている方 ※他に条件あり

せんこうしけんびおよ かいじよう

○選者試験日及び会場
だい じせんこうび れいわがんねんがつ にら どようび ひつきせんこう めんせつせんこう

第1次選者日：令和元年8月17日（土曜日） 筆記選者・面接選者
もうしこみしやたすう ぱあいれいわがんねんがつ にらにち じっし

申込者多数の場合令和元年8月18日(日)にも実施することがあります。
だい じせんこうしけん

※第3次選者試験まであります。

きんむじょうけんとう きんむぱしよ げんそく こと ばあい

○勤務条件等※勤務場所により原則と異なる場合があります。

しょにんきゅう れい えん

初任給の例: 166,290円。
ほか ちゅうがつこうそつきようこ けいけんねんすう こうりょ ふようてあて つうきんてあて じゆうきょてあて

この他、中学校卒業後の経験年数を考慮したり、扶壹手当、通勤手当、住居手当、
きまつ きんべんてあて しょてあて しきゅうようけん おう しきゅう

期末・勤勉手当などの諸手当がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。
きんむじかん にら じかん ふん しゅう じかん ぷん

勤務時間： 1日あたり7時間45分、 1週あたり38時間45分
きんむび けつようび きんようび しゅうにら しゆくじつ ねんまつねんし のそ

勤務日 ：月曜日から金曜日までの週5日（祝日、年末年始を除く）

しようさい なこやしこうしき

詳細については名古屋市公式ホームページまたは
なこやしそうむきょ＜じんじか とい あ

名古屋市総務局人事課(O52-972-2125)にお問い合わせください。

言恵弱一中一
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平成垂0年度

‘ ，療青遮回事業ティー＆ﾄｰｸから

璽董

ティー＆トークは年に2回､育成会のいこいの家を巡回し､発達に不安のある季脚児を持つ家族塒にお母

さ〃に、子育ての悩み・困りごとなどを自由に話じていただき、ワークショッブ手法のピアカウセリングを

実施じていま式劃0者にアドバイスを提供するばかりではなく、抱えだ悩みを話すことで自分の気持ちを

整理す罰易、同じ境遇にいる他の参加者と気時ちを共盲す討易を提供することも一つの目的ですも

加えて、育成会の事業を知っていただく機会にもなっており、これをきっかけに育成会のイベントに参加

じてくださる嵐育成会の相談事業を知り、相談のお電話をくださる方も増えてきました。参加を重ねてく

ださる方もいて、泣いていたお母さん畝たくましいお母さんに成長じていく姿を見るのは、担当者の楽し

みでもありますb

このワークショッブの中では、子育ての中で体験した1章害児施策に係る不満などの生の声を多く閏くこと

ができますb平成30年度のティー＆トークでは、以下の問題などを拾いました。

／初診待機｡療育待機期間が罠すぎる！、
●中央療育センター画初診を10か月待た

されました。

／育休明けの保育園がさがせない!－－、

できるだけ小さい間は自分で育てたいと、
せっかく3年の育休をとったのに､育休の最終
年に保育園が見つからなくて職場に園帯でき
ないかもしれません。
、 ノ

西部療育センターで、初診が6か月待ち
でし7己

その他たくさん訓ありノ

●

、

療言嬰雪駕震
困ったら来るように､自分で何とかする
ようにと言われ不安になりました。

●保健センターで､丁寧に育てろと言われ
ました畝初めての子どもなので､丁寧
ということがよくわかりません6

／発達障害通級指導教室への送迎の問題、

就学する学校に指導教室がなく、親の送り
迎えで他の学校に還級しなくてはなりません｡
仕事を(_ﾉているの~ご不可能です6

、 ノ

卜
障害があるとリフレッシュ保育は 、
受けられないの？

市内の公立保育所が、レスパイトの
め一時的に預かってくれる制度で
が、なかなか使えません。

ノ

●いろいろな目談機関に電話をしました
畝つながらないことも多いで或

、たらいまわしになることもありま式ノ
毎回このようなご意見を集め、当事者団体とじて、障害児支援の施策等に反映する意見形成や要望活動な

どにつなげていますb

これからも、お－人お－人の声に耳を|頃けて、障害のあるお子さんを育てるお母さんたちを応援じていき

たいと思いますb (平成S0年度担当。山□）

一
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|’ 名古屋手をつなぐ育成会生活支援センター相談事業のご案内
☆育成会相談室悩みご相談のある方ご利用ください。電話相談もしくはお電話の上ご来館ください。

生活支援センター長山嵜梅珸

相談受付内容

生活等相談

成年後見・権利擁護の相談、生活等相談

就労生活相談、生活等相談

生活等相談

幼児期・学齢期の相談、生活等相談

幼児期・学齢期の相談、生活等相談

成年後見・権利擁護の相談、本人向け相談、生活等相談

曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

第1．4．5金曜日

第2．3金曜日

巡回相談

｜ 担当者
武藤真理子

永田さよ子

綱木みどり

木崎真理子

山口美佳

|濱田智恵実

||永田尚子
※旧優生保護法に関する相談も受付けています。

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会事務局
〒456-OO31名古屋市熱田区神宮四丁目4番5号mO52)671-6211 (代)Fax(052)671-6214

☆中川区障害者基幹相談支援センターお気軽にのぞいてみてください。 （市内どこからのご相談も受付けます。 ）
開設日・時間月～金曜日第2．4土曜日(9時～19時）

〒454-0869名古屋市中川区荒子一丁目141-1 奥村マンション1階

1EL(052)354-4521 (直) Fax(052)354-2201

地下鉄東山線高畑駅3番出口徒歩8分．あおなみ線荒子駅下車西へ徒歩8分

『Goふくし inthewest!』開催のご案内

障害児者、ご家族、支援者、地域にお住いの福祉に関心のある方を対象に地域の障害福祉に関わる社会資源
を幅広く知っていただくイベントです。当日は中川区、港区、熱田区、中村区の障害福祉サービス事業所が
一堂に会し、各ブースでの事業所紹介の他、スタンプラリーやステージ企画、福祉の仕事の魅力など、どな
たでも気軽に来て、楽しんでいただける内容になっています。福祉の仕事に関心のある学生さんなどもお誘
いあわせの上、是非お越しください1

開催日2019年7月6日(i:)10:OO～14:30(予定）

場所名古屋学院大学名古屋キャンパスたいぼう

申し込み不要（参加無料） 主催港・中川・熱田・中村区障害者自立支援連絡協議会後援名古屋市

問い合わせ中川区障害者墓幹相談支援センター TELO52-354-4521

海潅？

〆 ●一●一申一●ー●ー■ ■■■●－●一・一号一・一・一・一申一・一G－■一■■■■･－■一屯一●一・一・一・一・一・一・一甲一o一・一申 4■■■･－．－,一・一申一｡－．－｡ ■■■申-.-. 4■■■ ■－■

／ 研修名： 「楽しいところ」に、人は集まる楽しく1役に立つ1育成会活動をめざして！ 、i
1 日時 ：7月3日（水) 10:OO～12:OO

I 講師 ：小島幸子全国手をつなぐ育成会連合会副会長

｜ 会場 ：尾張中部福祉の杜住所北名古屋市九之坪笹塚22
' 参加費：資料代200円 申し込み締め切り日:6月24日（月）
、 ノ

ー申一｡■■■､ー◆一・一①－■一号一合一①－申一・■■■■G－■－□ ■■■■･一・一・一B-e ,■■■･－.■■■e一・一・一申一■■ . ■■■･一申一・一e－■－．－＄－．－■一・－申一旬－．－申一旬-..Ⅱ■. ｡－

戸 ■ー甲■■■● ■■■■ー■■■■ ● ■■■eー■ー自一●－■－甲 ■■■■－●一｡－■－■一・ ■■■o－C－◆一・一①一・一｡－由一◆－由 ■■■･一・一・一口一・■■■骨一G一・一・一・ ■■■■一・一口･ I■■■ ･－句一・一G－一

！ ふれあい教室（7月） 14日（日）料理西区

7日（日）フライングディスク中区 21日（日）ヨガ教室北区

7日（日）ボウリング熱田区 21日（日）ボウリング中村区

一● ｨ■■■●■I■■ ●－由一■－B一・一・一①－■－■一｡－｡－a－．－．－｡－■＝■－■一・ I■■■ ･一・一①一・一・一口－■一日－■一・一・一.一・一・一・一申－．－．－．－．－e－．－．－▲一



⑮名古屋手をつなぐ(6月号） 令和元年6月10日種郵便物認可

つ云三つな畳屋豊雪

北興れあい教鬘｡バｽ旅

各区･各会

6月2日北区ふれあい教室・バス旅行へ出発

です。

平成から令和に年号が変わったのを記念し

て、伊勢神宮に行ってきました。

ゆったり、のんびり伊勢神宮だけの行程で

す。記念撮影をして昼食を食べた後に、各自自

由行動です。

伊勢神宮参拝のあとは、赤福を買っている

人、コロッケやアイスクリームを食べている

人、おはらい町やおかげ横丁で会員さんとすれ

違いながら、楽しい散策をしてきました。

天気は、雨に少しあうだけで、曇りで暑くも

なく、寒くもなく、新緑のきれいな、気持ちの

いい日でした。

行き帰りのバスの中では、ピンゴゲーム、カ

ラオケ大会と盛り上がりました。

北区萩原浄子

録画4
鍔

●●一
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》
』
』
一

』
時
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ｑ
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ｇ

倶
了
一一

Ｐ

卓
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手一
雲雪》

益
『
華
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》

呼

勺

グﾙｰブﾎｰﾑのある国 |産由グﾙｰプﾎｰﾑ司
一 一

田グループホーム

堀田グループホームは、堀田グループホーム、みずほグループホーム、さくらグルー

プホームのSか所があります。日中は、事業所を利用している方や就労している方など
様々な方が利用しています。

ホームを利用される時は、思い思いに過ごしています。テレビを観たり、パズルをし
たり、ティータイムをしたりなどして過ごしています。

夕食や朝食も楽しみにしています。ホッとできる時間を過ごしています。

｛

（
＝
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喜三辰了うrr本人参加のページ ー商ヌー丁

ふれあい教雲『みえ愈雷ｱ陰壽詞I､塞驫鶴うり』臓識興して
6月2日(日)南生涯学習センター美術室にて毎年恒例のアート教室を行いました！講師はNP○法人ラマ
モンソレイユC○,○MODUSの中山飛鳥先生をお招きし、ご指導と励ましをいただきながらがんばって
ました1最後は発表会があり、一人ひとり講評をもらって皆満足気な表情をしていました○

をっな

し加脈為‘o崎娘。
蚤～し聯Lさい加
1zdi'.h,7た満0
穿仇昨減“啄職辺語弓‘《鋒。

､◆

月職;雛す

奪謹豊

藍一辮

6月29(',LきてF7'－卜t*(."1 ) la

朱"UはLt．

：､､画周紘にｶﾗｯILa2;L､ ﾇ=":
た<*j､帥ｿをした.

催いウワh,，〃ヒノ､-卜釦耐【:""Lた・
堺L攻乃ぐ診t'4た-鞠=上肯､-( <れた瓜て

う#しし放ちで．；．

＊年も学"OLたいて･す。
影 大好きなくだものをひとつひ

絵を描きました。がんばり
丹山卓哉

翰爵■舌

塞
一.

恭① 太侭抑18

’ 例会のお知らせ

8月7月

名古屋市障害者基本計
画・福祉計画を知る。

会員研修

未定 見学会2日（火）

9日（火）

支部活動対策部

夏季ティー＆トーク協力お休み

24日（水）
エンデイングノートを記入しよう

そだつ・はたらく部会’

’
29日（木）

まもる部会との合同部会

'29日（木）
｜ 生活支援ﾉｰﾄの改訂版作成

＜らす・こうれい部会

まもる部会

支援プロジェクト 6日（火）

千種区民生・児童委員大会にて
知的障害者疑似体験の実施

22日（木）会長会

Ｊ
Ｊ
ｊ

金
火
木

く
く
く

原稿締切

編集会議

編集・校正

日
日
日

２
６
８ 1

表紙について

「アイカツ大好き」

大好きなアイカツのいちごちゃんと宙とめちゃんを描ききしだ。
一熱田区手をつなぐ育成会服部由梨奈さん－

※アイカツ（アイドルカツドウ）とはトップスターを目指すアイドルを描いたアニメ、ゲームです。
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27日（月）･中区 於中区役所

永田副理事長･古川常務理事出席

・昭和区 於昭和区役所

永田副理事長･古川常務理事出席

28日(火)･南区 於南区役所

古川常務理事出席

29日(水)･港区 於港区在宅サービスセンター

永田副理事長出席

・守山区 於守山区役所

古川常務理事出席

30日(木)･熱田区 於熱田区役所

山嵜理事長･古川常務理事出席

31日(金)･千種区 於千種区役所

5月＊名古屋手をつなぐ育成会事業・行事

19日(日)･福祉青年教室

＊名古屋手をつなぐ育成会会議等

8日(水)･広報･啓発委員会 於第1会議室

9日(木)･第236回業務運営連絡会於第1会議室

・学習部会議 於第l会議室

10日(金)･広報･啓発委員会 於第l会議室

13日(月)･広報･啓発委員会 於第1会議室

14日(火)･支部活動対策部 於第1会議室

・大会開催委員会 於第1会議室

16日(木)･5月会長会 於3階ホール

・研修委員会 於第1会議室

・支援プロジェクト部 於第1会議室

22日(水)･支援ブﾛゾｪｸﾄ部

於イオンモール名古屋茶屋店

24日(金)･令和元年度法人監事内部監査

於第1会議室

28日(火)･GH世話人会議 於3階ホール

31日(金)･第246回理事会 於第1会議室

＊各区・各会行事

4日(土)･昭和区育成会日帰りバス旅行

於松坂牛＆浦村かき食べ放題とﾌﾞﾙｰﾒの丘

5日（日）･天白区育成会平成31年度親睦会

デイキャンプ 於天白公園

9日(木)･千種区育成会幼児部コアラの会

於乗西寺

12日（日)･名東区育成会バスハイク

於河川環境楽園オアシスパーク

13日（月）･東区育成会総会打ち合わせ、資料作り

於北区総合庁舎

19日（日）･南区育成会イオン幸せの黄色いレシー

トキャンペーン贈呈式

於イオン新瑞橋

20日（月）・さわらび園心身障害児の母親研修会

於あさみどり会館内研修室

・南区育成会予算委員会

於南区社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ

23日(木)･熱田区育成会総会打ち合わせ

於生活介護しらとり

24日(金)･名東区育成会みんなでTEATIME

於障害者スポーツセンター

＊本部、 16区支部連携事業

「総会」

13日（月）･西区 於西区役所

山嵜理事長･永田副理事長出席

20日(月)･東区 於東区役所

山嵜理事長･古川常務理事出席

21日(火)･瑞穂区

於瑞穂区在宅サービスセンター

永田副理事長･古川常務理事出席

22日(水)･中村区 於中村区社会福祉協議会

山嵜理事長出席

・中川区 於中川区役所

永田副理事長･古川常務理事出席

26日(日)･北区 於名古屋市総合社会福祉会館

山嵜理事長･古川常務理事出席

／一

一一

一一一
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⑯

・千種区育成会コアラの会（幼児部）担

当者会議 於千種区保健センター

26日（日）･南区育成会南区水防訓練（菊住学区）

於各町内の集合場所～菊住小学校

・西区育成会野外活動ウォーキング

於庄内緑地公園サイクリングロード

・熱田区育成会熱田区総合水防訓練

（千年学区） 於千年小学校

・千種区育成会青年学級東山タワー

於東山動植物園

・中川区育成会総合水防訓練

於中島小学校

計報

あった福祉ホーム利用者

太田武彦様享年66歳

令和元年5月11日 ご逝去

北区育成会員

西川齊様享年81歳

令和元年5月31日 ご逝去

亡き方のご冥福を

心よりお祈り申し上げます

＊他団体関連事業・行事

5日（日）･名古屋市障害者スポーツ大会（陸上競技

の部・フライングディスク競技の部）

於ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場

山嵜理事長他出席

13日（月）･社会福祉法人愛知県社会福祉協議会経営

者委員会総会・セミナー

於アイリス愛知

古川常務理事出席

19日（日）･第28回ウオーカソン国際チャリティー

フェスティバル

於愛･地球博記念公園

永田副理事長他参加

21日(火)･全国障害者スポーツ大会名古屋市代表選

手選考委員会

於名古屋市障害者スポーツセンター

稲垣理事出席

28日(火)･特定非営利活動法人愛知県自閉症協会・

つぼみの会総会

於名古屋市総合社会福祉会館

永田副理事長出席
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正会員･賛助会員を募集しています

入会者には毎月会報をご送付します。

【正会員】

1． 本人･保護者会員＝知的障害のある本人､保護者で

本法人の趣旨に賛同し本部会費(月額500円)と支部

（各区･本法人外施設)会費を納入した方。

2． 施設利用者会員＝本法人施設利用の保護者又は保

護者のいない本人で本法人の趣旨に賛同し､施設利

用者本部会費と支部(区支部と本法人運営施設支訓

の会費を納入した方。

3． 役員･職員会員＝本法人役員･職員で本部会費(月額

500円)を納入した方。

4． 地域賛同者＝本法人の趣旨に賛同し本部会費(月額

500円)を納入した方。

【賛助会員】本法人の趣旨に賛同し､財政援助(年

額3,000円以上)をされた方。

【特別賛助会員】本法人の趣旨に賛同し､財政援助(年額

1Q5,000円)を2口以上された方。

振込先:郵便局口座番号:00850~5-53143

加入者名:社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

一お問い合わせ先-1ELO52-671-6211

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会 事務局
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この印刷物は

共同募金の配分を受けて

作成したものです

髄､軸乙種坐
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